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現
在
の
本
庁
舎
は
３
代
目

　
初
代
の
市
役
所
本
庁
舎
が
建
設
さ
れ

た
の
は
明
治
18
年
。
当
時
は
市
制
が
敷

か
れ
る
前
の
区
役
所
と
し
て
建
て
ら
れ
、

明
治
22
年
の
市
制
施
行
と
同
時
に
市
役

所
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
４
年
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
物
を
思
わ
せ
る
ル
ネ

サ
ン
ス
式
の
２
代
目
庁
舎
を
建
設
。

　
３
代
目
と
な
る
現
在
の
本
庁
舎
は
昭

和
40
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
当
時
は
市

民
課
な
ど
の
窓
口
が
あ
り
、
来
庁
す
る

市
民
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平

成
元
年
の
政
令
指
定
都
市
移
行
に
伴
い
、

窓
口
機
能
は
区
役
所
に
移
管
。
本
庁
舎

は
各
制
度
を
統
括
す
る
部
署
を
集
約
し
、

市
政
の
中
核
を
担
っ
て
い
ま
す
。

建
築
設
備
の
劣
化
な
ど
が
顕
著
に

　
建
設
か
ら
53
年
が
経
過
し
た
現
在
、

本
庁
舎
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
表
面

化
し
て
い
ま
す
。
空
調
設
備
の
故
障
や

配
管
の
水
漏
れ
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
。
修
理
を
し
て
い
る
も
の
の
設
備
が

古
い
た
め
、
根
本
的
な
解
決
に
は
至
っ

て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
調
査
の
結
果
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
耐
用
限
界
ま
で
残
り

11
〜
12
年
程
度
と
判
明
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
政
令
市
へ
の
移
行
に
伴
い
業

務
が
増
え
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
庁
舎

内
に
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
で
き
な
か
っ
た

部
署
が
分
庁
舎
や
民
間
ビ
ル
の
全
11
棟

に
分
散
し
、
市
民
の
利
便
性
と
職
員
の

　
老
朽
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
る
市
役

所
本
庁
舎
。
伝
統
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
た
め
、
市
政

の
拠
点
の
新
た
な
計
画
が
始
ま
り
ま
し
た
。
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こ
の
特
集
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
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本
庁
舎
建
替
基
本
構
想
を

　
　
　
　
　
　
策
定
し
ま
し
た

　
―
市
民
が
集
う
多
彩
な
協
働
の
場
を
目
指
し
て低層部分低層部分低層部分

北側駐車
場

現本庁舎

（先行解
体が困難

）

議会棟 新本庁舎
（例）

現在の敷地の
中での建て替え

市民広場

定禅寺通

公
園
区
域

仙台市役所本庁舎建替基本構想の概要

あ
ら
ゆ
る
変
化
に
柔
軟
に
対

応
で
き
る
庁
舎
へ

基
本
構
想
検
討
委
員
会
の
委
員
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た

　
私
は
、
地
域
の
知
的
資
源
を
次
世
代

へ
つ
な
げ
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
・
教
育
機
関
等
と
連
携
し
な
が
ら
仙

台
で
科
学
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

新
本
庁
舎
が
次
世
代
に
わ
た
り
、
市
民

が
市
政
に
主
体
的
に
参
加
す
る
象
徴
と

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
、
こ
の
基
本
構

想
の
策
定
に
携
わ
り
ま
し
た
。

　
新
本
庁
舎
へ
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
多

い
と
思
い
ま
す
が
、
予
算
が
限
ら
れ
る

中
、
全
て
を
満
た
す
こ
と
は
現
実
的
に

難
し
い
の
で
、
一
つ
一
つ
良
い
面
と
悪

い
面
の
両
面
を
「
見
え
る
化
」
し
な
が

ら
、
市
民
が
納
得
で
き
る
検
討
を
引
き

続
き
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
後
50
年
、
１
０
０
年
先
、
社
会
が
大

き
く
変
わ
る
中
、
行
政
の
在
り
方
や
市

民
と
の
関
わ
り
方
も
変
わ
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
変
化
に
柔
軟

に
対
応
で
き
、
市
民
が
誇
れ
る
本
庁
舎

に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

新本庁舎のコンセプト

　今回策定した基本構想では、新本庁舎の機能を「行
政機能」「議会機能」「災害対策機能」「市民利用・情
報発信機能」の４つに分類して、求められる性能を整
理し、コンセプトや整備の概要等をまとめました。
　今後、設計に向けた具体的な事項などの条件設定を

事
務
効
率
を
低
下
さ
せ
る
要
因
と
な
っ

て
い
ま
す
。
耐
震
性
の
観
点
か
ら
災
害

時
に
は
災
害
対
策
本
部
を
青
葉
区
役
所

に
設
置
す
る
た
め
、
迅
速
な
対
応
に
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
市
で
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
踏
ま
え
、

改
修
と
建
て
替
え
の
比
較
検
討
を
行
っ

た
結
果
、
平
成
29
年
1
月
に
本
庁
舎
の

建
て
替
え
を
決
定
し
ま
し
た
。

市
民
協
働
で
基
本
構
想
を
策
定

　
新
本
庁
舎
の
基
本
的
な
方
向
性
を
示

す
基
本
構
想
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
建
築
、
防
災
、
福
祉
な
ど
多
様
な

分
野
の
有
識
者
に
よ
る
「
仙
台
市
役
所

本
庁
舎
建
替
基
本
構
想
検
討
委
員
会
」

を
設
置
し
、
検
討
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
市
議
会
の
「
新
た
な
本
庁
舎
・

議
会
棟
の
整
備
調
査
特
別
委
員
会
」
で

は
、
主
に
議
会
棟
の
在
り
方
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
よ
る
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に

よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
募
集
。
３

月
に
開
催
し
た
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

で
は
、
新
本
庁
舎
に
必
要
な
機
能
や
コ

ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
、

「
あ
ら
ゆ
る
世
代
が
集
ま
り
、
立
ち
寄

れ
る
場
所
」「
災
害
時
に
頼
れ
る
拠
点
」

な
ど
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
貴
重
な
意
見
や
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
結
果
を
基
に
、
８
月
に
基

本
構
想
を
策
定
し
ま
し
た
。

　市民の生活や活動を支える市役所の機能を強
化し、杜の都の魅力など「仙台らしさ」を市民
が感じることができる環境を整備するとともに、
過去の伝統、経験を未来へとつなぐ役割を担わ
せるため、４つの観点を基に検討を行います。
■まちづくり

■利便性・環境配慮

■持続可能性

■災害対応・危機管理

広く市民に親しまれ、まちのにぎわいに貢献す
るとともに多くの人々が集う多彩な協働の場と
して、まちづくりに資する庁舎を目指します

東日本大震災の教訓を生かし、災害対応や危機
管理の中枢拠点として、市民の安全・安心を守
る庁舎を目指します

機能を集約・改善するとともに、ユニバーサル
デザインによる分かりやすさ・使いやすさへの
配慮と、緑化や低炭素化など環境への配慮を十
分に行い、杜の都・仙台にふさわしい庁舎を目
指します

業務の質や効率性の向上に寄与するような職員
の働きやすい環境を創出するとともに、さまざ
まな変化にも柔軟に対応し、長く有効に使い続
けられる庁舎を目指します

行う基本計画を策定。敷地利用や棟の高さ・形状、導
入する設備などを検討します。
　最短で平成38年度（2026年度）の完成を目指し、
市民の皆さんのご意見を積極的に募り、多様な意見を
反映できるよう取り組んでいきます。

整備概要

基礎検討
事業化
決定 基本構想 基本計画

設計 工事

管理・運用検討

完成
・
供用

○整備の流れ

▲写真中央は現在の本庁舎。写真上は初代、下は２代目

■立地

■整備パターン

■複合化整備

■規模

現本庁舎敷地内への立地（右図）
を基本方針とします

現本庁舎と統合する分庁舎等の
専有面積に現本庁舎の１フロア
相当分を加えた面積を基本と
し、今後詳細を検討します

建て替え期間中の市民の利便性
の低下や、災害発生時の迅速な
対応を阻害する可能性等から、
他施設との複合化整備は行なわ
ないこととします

行政と議会は一体棟での整備を
基本とし、今後、棟構成などの
多様な整備パターンの可能性を
検討します

　新本庁舎と市民広場・定禅寺通等周辺との一体性確保に留
意し、市民広場との連続性に配慮した計画を検討します。ま
た、建設による気流や日影、景観などの環境の変化に留意し、
広場および周辺の快適性の確保に配慮していきます。

今後検討すべき課題

現時点

大枠や方針 基本構想の具体化・設計等に向けた条件設定


